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１ 全体像 
本業務は、令和 4年度に PFSの案件形成の検討を始めた地方公共団体に対して、
必要な助言等を行うことにより、PFSの案件形成を支援するものである。 
本業務の概要は以下のとおり。 
 

図表 1 本業務の概要 
項目 内容 

目的 
地方公共団体がアウトカムを起点とした視座から地域の現状
を分析し、初期的な PFS の案件形成に関する検討を支援するこ
と。 

支援対象 
内閣府が選定した下記の地方公共団体 
 静岡県静岡市：健康・介護分野 
 広島県福山市：健康・介護分野 

支援期間 令和 4年 9月 7日から令和 5年 3月 24日まで 

支援方法 
メール等による現状把握や助言の他、オンライン又は対面によ
る相談対応を 1団体につき３回程度実施し、回数は必要に応じ
て調整する。 

 
２ 実施結果 
２-１ 静岡県静岡市 
２-１-１申請概要 
静岡市が内閣府へ申請した本事業で検討する PFSの概要は以下のとおり。 
 

図表 2 静岡市申請概要 
項目 内容 

担当部局 静岡県静岡市地域包括ケア推進本部 
分野 健康・介護 

予算規模 3億 6,000万円/３年※申請時での試算であり、今後変更の可能性有 
事業期間 3年間 

目標 
高齢者の介護予防への取組を促進することにより、対象者が要
介護者になることを抑制し、健康寿命の延伸を図る。 

本事業を 
通じて期待
する事項 

 既存の介護予防事業（住民同士の支え合いによる事業）と
連携できる委託事業（案）の作成支援。 

 案件形成に係る支援。 
 成果指標について：ロジックモデルの作成、成果指標の

選定、成果指標の上限値等の設定 
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 契約について：契約期間（評価時期を含む）の設定 
 事業効果の評価について：ＰＦＳ事業効果の算出及び

評価、支払い上限額の決定、支払い条件の設定、成果評
価の方法 

 実施体制に関する検討について 
 マーケットサウンディングの進め方（案）に係る支援 
 可能であれば、成果水準書（仕様書）（案）の作成支援 

検討状況 
 申請と並行して検討開始し、具体的な検討はこれからとい

う段階 
※あくまで申請時の内容で、実際の事業とは異なる可能性がある 
 
２-１-２ 支援内容 
メールや電話によるコミュニケーションの他、以下のとおり複数回の会議によ
る相談対応を実施した。当初 2時間の会議を 3回程度と想定していたが、第 2回
会議終了後、静岡市が作成した PFS 案件形成の主要項目ドラフト及び仕様書案
をブラッシュアップしていく方針としたため、より効果的な支援となるよう 30
分の会議を 4回実施に変更し、助言と更新を繰り返すこととした。 
 

図表 3 会議概要 
日時 会議名 概要 開催方法 

2022年 9月 29日 
15時～16時 

キックオフ 

弊社から本事業の全体像、
今後の進め方及び支援方法
等を説明し、現状確認と課
題整理に関して議論した。 

オンライン 

2022年 10月 26日 
15時～17時 

第 1回会議 

静岡市より受領した PFS導
入に関する質問事項への回
答、対象者分析やロジック
モデル検討に関して議論し
た。 

対面 
（静岡市役
所会議室） 

2022年 12月 14日 
14時 30分～ 

16時 30分 
第 2回会議 

静岡市より受領した PFS導
入に関する追加質問事項、
ロジックモデル案及び成果
指標に関する議論、また、
事業の方向性や PFS事業効
果の考え方を助言した。 

オンライン 

2022年 12月 23日 第 3回会議 静岡市より受領した PFS導 オンライン 
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日時 会議名 概要 開催方法 
13時 30分～ 

14時 30分 
入設計案への助言を行っ
た。 

2023年 1月 24日 
15時～17時 

合同勉強会 

静岡市と福山市合同で、PFS
案件形成の具体的な検討手
順とポイントを説明し、質
疑応答や両市の意見交換を
行った。 

オンライン 

2023年 1月 26日 
14時～14時 30分 

第 4回会議 
PFS事業効果、ロジックモデ
ル及び成果指標等に関する
助言を行った。 

オンライン 

2023年 2月 6日 
16時 30分～17時 

第 5回会議 
成果指標や支払条件等につ
いて助言した。 

オンライン 

2023年 2月 20日 
11時～11時 30分 

第 6回会議 

静岡市の報告内容のすり合
わせやマーケットサウンデ
ィングの進め方等について
助言した。 

オンライン 

2023年 2月 28日 
16時～16時 30分 

第 7回会議 

静岡市より受領した検討結
果報告書案等への助言と今
後の進め方に関する議論を
行った。 

オンライン 
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図表 4 （参考）PFS導入に関する質問一覧に対する助言例 

 
２-１-３ 支援結果 
本事業の結果、静岡市の PFS 案件形成における主要な論点について、概ね骨子
と検討課題が整理できた。今後は、成果指標の測定・評価方法について第三者評
価機関に確認するとともに、成果目標や支払条件等についてマーケットサウン
ディングや有識者ヒアリングを通じて調整することで、適切な PFS 案件形成を
実施できると考える。 
なお、静岡市の現時点の検討項目と検討状況は資料 1 に記載するが、今後の検
討によって変更する可能性があることに留意すること。 
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２-２ 広島県福山市 
２-２-１申請概要 
福山市が内閣府へ申請した本事業で検討する PFSの概要は以下のとおり。 
 

図表 5 福山市申請概要 
項目 内容 

担当部局 保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課 
分野 健康・介護 

予算規模 初年度 5,000万円＋α 
事業期間 3年間 

目標 

新しい介護予防への転換 
 高齢化の進行に伴う介護費用増大への対応 
 福山市「要支援１」認定者の増加抑制 
 介護予防事業における DX推進と新たな事業の創出 

本事業を 
通じて期待
する事項 

 福山市次世代ヘルスケアのロジックモデルの作成 
 「人生 100 年時代において、住み慣れた地域で健康に暮ら

す」ための事業目標の設定と具体化（科学的なエビデンス
や理論、国内外の参考事例等の情報提供） 

 既存の介護保険関係データの整理・活用 
 介護予防事業における成果指標の設定とその効果を評価す

る仕組みの構築 

検討状況 
 申請と並行して検討開始し、具体的な検討はこれからとい

う段階 
※あくまで申請時の内容で、実際の事業とは異なる可能性がある 
 
２-２-２ 支援内容 
メールや電話によるコミュニケーションの他、以下のとおり複数回の会議によ
る相談対応を実施した。福山市は、第 3 回会議直前に先行事例 2 件の視察を実
施し、合同勉強会の学び等を含め PFS 案件形成の主要項目全般のドラフト作成
に着手した。そのため、当初 2 時間の会議を 3 回程度と想定していたが、福山
市のドラフト作成後に助言した方が効果的と考え 4回目の会議を追加した。 
 

図表 6 会議概要 
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日時 会議名 概要 開催方法 

2022年 9月 29日 
13時 30分～ 

14時 30分 
キックオフ 

弊社から本事業の全体像、
今後の進め方及び支援方法
等を説明し、現状確認と課
題整理に関して議論した。 

オンライン 

2022年 10月 13日 
10時～12時 

第 1回会議 

福山市から受領した対象者
関連データの分析結果、ロ
ジックモデル及び成果指標
に関して議論した。 

オンライン 

2022年 11月 29日 
14時～16時 

第 2回会議 

ロジックモデル案及び成果
指標に関する議論、また、
事業の方向性や PFS事業効
果の考え方を助言した。 

対面 
（福山市役
所会議室） 

2023年 1月 24日 
15時～17時 

合同勉強会 

静岡市と福山市合同で、PFS
案件形成の具体的な検討手
順とポイントを説明し、質
疑応答や両市の意見交換を
行った。 

オンライン 

2023年 1月 25日 
14時～15時 

第 3回会議 

ロジックモデルと成果指
標、マーケットサウンディ
ングの進め方等について助
言した。 

オンライン 

2023年 2月 28日 
9時 30分～ 
10時 30分 

第 4回会議 

福山市より受領した PFS導
入設計案への助言と今後の
進め方に関する議論を行っ
た。 

オンライン 
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図表 7 （参考）紹介した介護予防事業における標準ロジックモデル例 1 

 
２-２-３ 支援結果 
本事業の結果、福山市の PFS案件形成における主要な論点について、骨子（案）
と検討課題が整理できた。今後は、根拠に基づいて庁内ですり合わせを行うとと
もに、成果指標の測定・評価方法について第三者評価機関に確認し、成果目標や
支払条件等についてマーケットサウンディングや有識者ヒアリングを通じて調
整することで、適切な PFS案件形成を実施できると考える。 
 
２-３ 主な相談対応例 
静岡市及び福山市に対する主な相談対応例は以下のとおり。 
 
 
 
 
 
                                                      
1 一般社団法人日本老年学的評価研究機構（2021） 「官民連携による成果連動型の介護

予防の取組関する調査研究事業報告書」を参考に弊社体裁加工 
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図表 8 主な相談対応例 
実施手順 2 項目 相談対応例 
ステップ 1 

PFS事業の発
案 

行政課題の 
選定 

 なし 

ステップ 1 
PFS事業の発

案 

事業目標の 
設定 

 受領したデータを用いて対象者分析
（年齢、性別、既存事業参加者、要介
護度、介護給付費等）を行い、対象者
の検討パターンや狙い、現状と想定さ
れる課題等を助言した。 

ステップ 2 
案件形成 

成果指標 

 介護予防分野における標準的なロジッ
クモデル案 3の紹介、ロジックモデル
と成果指標の設定方法やドラフト作
成、成果指標案への助言を行った。 

ステップ 2 
案件形成 

成果指標の 
上限値等 

 以下のように上限値等設定における検
討の観点や手順、事例を助言した。 
 政策目標 
 目標達成可能性 
 事業見積 
 PFS事業効果 等 

ステップ 2 
案件形成 

評価時期、 
契約期間 

 成果指標の適切な測定時期や事業実施
期間と評価期間などの考え方を助言し
た。 

ステップ 2 
案件形成 

PFS事業効果 

 PFS事業効果の算出方法を以下のよう
に助言した。 
 算出手法 
 分類（既存事業費の効率化、将来

発生するコストの減少、行政費用
の減少、収入の増加） 

 算出に必要な項目のデータ整理 

                                                      
2 内閣府（2021）「成果連動型民間委託契約方式（PFS）共通的ガイドライン」の PFS事業

の実施手順を参照 

3 厚生労働省（2021）「官民連携による成果連動型の介護予防の取組に関する調査研究事

業」 
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実施手順 2 項目 相談対応例 
 成果指標の上限値を踏まえ効果試

算の考え方や例の提示 

ステップ 2 
案件形成 

支払上限額 
 PFS事業効果と事業見積からのアプロ

ーチ方法等支払上限額を設定する考え
方や事例を助言した。 

ステップ 2 
案件形成 

支払条件 

 支払条件の考え方や検討手順、また、
期待収益額等事業者の立場でのリス
ク・リターンの考慮等支払条件の考え
方を助言した。 

ステップ 2 
案件形成 

成果評価の 
方法 

 成果指標の適切な測定時期や測定方法
に関する助言の他、他事例で活用され
る JAGES開発の「要支援・要介護リス
ク評価尺度」4に関して、関連資料や確
認事項等を助言した。 

ステップ 2 
案件形成 

マーケット 
サウンディング 

 マーケットサウンディングをどのよう
に進めるのかという相談に対して、以
下を助言した。 
 公募有無による違い 
 公募しない場合の対象となる民間

事業者候補の抽出方法 
 民間事業者へ提示する情報例 
 サウンディング項目例 等 

ステップ 2 
案件形成 

実施体制に 
関する検討 

 評価体制と事業実施体制について、想
定されるパターンとメリットデメリッ
ト、事例等を助言した。 
 評価体制は、庁内の委員会方式や

外部へ業務委託（直接委託と関節
委託）などのパターンがあり、ま
た、評価候補者に必要な要素とし
て対象分野に関する専門的知見や
評価・統計学に関する知見などが

                                                      
4 JAGES（Japan Gerontological Evaluation Study：日本老年学的評価研究）（2018）「全国版要

支援・要介護リスク評価尺度開発」https://www.jages.net/project/industry-
government/opera/?action=common_download_main&upload_id=14068 
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実施手順 2 項目 相談対応例 
ある。 

 事業実施体制は、1者と契約する
直接委託、複数者と個別に契約す
る直接委託、複数者をとりまとめ
る事務局と契約する間接委託等の
パターンがある。 

ステップ 3 
民間 

事業者の 
選定・契約 

成果水準書 
（仕様書）

（案）等の作成 

 受領した仕様書案に対して、通常の委
託業務と PFSの仕様書作成の違いを含
め以下のとおり助言した。 
 対象者、支払条件及び測定方法等

事業者と認識齟齬がないように曖
昧な表現を避ける。 

 創意工夫の余地が少なくなること
や成果達成に向けたリソース配分
が非効率になる等の影響があるた
め、特に業務内容は詳細に指示す
るのではなく、できるだけ事業者
の提案に任せる。 等 

ステップ 3 
民間事業者の
選定・契約 

民間事業者の 
公募 

 なし 

ステップ 3 
民間事業者の 
選定・契約 

PFS契約の 
締結 

 なし 

その他 
他の 

地方公共団体 
への視察 

 職員が類似の PFS事業を先行して実施
する 2市へ視察行く際、事前に類似事
例のヒアリングにおけるポイントを助
言した。具体的には、PFS事業で検討
が必要な各項目について、以下の項目
を把握できるとより検討の参考になり
やすい旨を伝えた。 
 選定した理由や算出した方法 
 どのようなデータや文献に基づい

て検討したか 
 実際に取り組んでわかった改善し
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実施手順 2 項目 相談対応例 
たい点 

 各成果指標の実績 等 

その他 
勉強会と 
意見交換 

 PFS事業の実施手順について、特に今
後検討が必要な以下項目 5の具体的な
検討方法や事例等を講義及び質疑応答
により説明した。 
 成果指標の上限値等の設定 
 PFS事業効果の算出、評価 
 支払上限額の設定 
 支払条件の設定 

 本事業の支援対象となる 2市が類似事
業を想定しており、2市合同でオンラ
イン勉強会実施し、そのまま 2市の検
討状況や課題等を意見交換し、交流を
促進した。 

その他 今後の進め方 
 本事業終了後、どのように検討を進め

ていくのかスケジュール概要とポイン
トを助言した。 

 

                                                      
5 検討プロセス詳細について、弊社代表が国立大学琉球大学非常勤講師として担当する講

義「SIB基礎概論」の講義資料より抜粋して利用 
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図表 9 合同勉強会の対象項目と概要 

 
図表 10 合同勉強会の内容（成果目標の上限値等の設定） 
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３ まとめ 
３-１ 案件形成の初期段階において重要な課題と対応方針 
本事業を通じて把握した PFS 案件形成の初期段階において特に重要な課題と対
応方針は以下のとおり。 
 

図表 11 PFS案件形成の初期段階において重要な課題と対応方針 
No. 重要な課題 重要と判断する理由 対応方針 

1 
解決したい 
社会課題の定

義 

PFS導入により、誰のどのような
社会課題を解決したいのか、なぜ
解決することが重要なのか等を初
期段階で明確にできない場合、事
業目標の設定や成果指標の選定等
主要な検討項目も明確にできない
ことや誤った設定になる恐れがあ
る。また、マーケットサウンディ
ングにおいて、地方公共団体側で
有するべき軸が揺らぎ、事業者候
補の意見に影響されやすくなる恐
れがあり、品質の低下や PFS案件
形成の実現が困難となる、また
は、大きな手戻りが発生する等に
繋がる恐れがある。例えば、本事
業の対象である介護分野であれ
ば、健康寿命、要介護認定率や介
護給付費抑制の何を重視するかな
どがある。 

地方公共団体の各種
計画やデータに基づ
いた客観的な現状分
析をベースとし、最
終的にはどこに価値
基準をおくかの意思
が重要となる。その
ため、検討過程で事
業担当部署を中心に
庁内関係者と認識を
十分にすり合わせる
ことが必要である。 

2 対象者の設定 

どのような人を対象者とするかに
より、介入の方向性や成果指標等
が大きく異なる可能性があり、初
期段階において十分に検討する必
要がある。例えば、本事業の対象
である介護分野であれば、対象者
の要介護認定有無の他、さらに年
齢・性別や対象者のおかれた状況
（既存事業への参加有無や就業状
況等）等で絞り込むかなどがあ

解決したい社会課題
について、データに
基づいた現状分析を
行う。特に対象者を
取り巻く現状課題と
して、属性（年齢、
性別、居住地域等）
の他、既存サービス
や行政コストの観点
からみた課題などを
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る。 含め多様な観点で分
析する。 

3 
類似事例の 
ヒアリング 

解決したい社会課題が明確になっ
た後、PFS案件形成に必要な項目
を具体的に検討する際、先行する
類似事例の対象者、成果指標およ
び PFS事業効果等の考え方を把握
することができれば、初期段階の
検討を効率的に進めることができ
る。また、他事例で進める中で発
生した課題を確認することができ
れば、より効果的な方策を検討す
ることができ、手戻りも少なくな
る。 

類似事例のヒアリン
グにおいては、PFS
事業で検討が必要な
各項目（対象者、成
果指標、契約金額総
額、最低支払額／成
果連動額の割合、指
標毎の支払額割合、
財政効果試算等）に
ついて、表面的な検
討結果だけではな
く、「選定した理由
や算出した方法」や
「どのようなデータ
や文献に基づいて検
討したか」を確認す
ることで、他事例の
流用ではなく、自分
たちの課題に合わせ
た形で検討できる。
また、「実際に取り
組んでわかった改善
したい点」や「各成
果指標の実績」も確
認できれば、より良
い検討が可能とな
る。 
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資料 1 静岡市検討状況の概要（2023年 2月 28日時点） 
 
Ⅰ 検討結果 
 「成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For Success）共通的ガイドラ

イン」に基づき、各ステップに対する静岡市の状況を検討した結果、静岡市
での PFSを活用した介護予防の取組は、事業として成り立つと考える。 

 そのための条件として、成果指標と支払いの関連付けについて、評価を専門
とする機関に確認するとともに、支払上限値（額）や支払条件について、マ
ーケットサウンディングや有識者ヒアリングを通じて設定することが必要
である。 

 
Ⅱ 項目別検討状況 
【ステップ１：ＰＦＳ事業の発案】 
1. 行政課題の選定 

以下のとおり、課題を選定した。 
 

（１）静岡市の介護認定率が国及び静岡県平均より高い 
静岡市の認定率は、全国、静岡県よりも高く、特に要介護１の認定率にお
いて差が大きい。要支援や要介護１予備軍へアプローチする効果的な取
組が必要。 

（２）増加し続ける静岡市の介護給付費 
介護給付費は、令和２年度に 600億円を超え、今後も増加傾向。 

（３）これまでの介護予防に係る取組の課題 
主な取組 主な課題 

Ｓ型デイサービス事業、 
フレイル予防事業 

・事業の担い手が不足している。 
・活動内容が偏っている。 
・参加者の固定化が進んでいる。 

 
2. 事業目標の設定 

要介護認定を受けていない市内在住の 65歳以上の高齢者のうち、就労や社
会活動をしていない人（静岡市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（R1）
から 25,600人を推計）に、介護予防への取組を促進することにより、要介
護者になることを抑制し、健康寿命の延伸を図る。 
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【ステップ２：案件形成】 
1. 成果指標 
（１）事業参加者総数（毎年度の支払い根拠） 

実施するイベント型及び継続的介護予防プログラムや、事業参加者によ
り創設される通いの場への 65歳以上の参加者の実人数をカウント。 

（２）継続参加人数（毎年度の支払い根拠） 
継続的プログラム及び継続的プログラムの関連活動や、事業参加者によ
り創設される通いの場に月一回以上の頻度で半年以上継続して参加して
いる方を継続参加者とし、人数をカウント。 

（３）要介護状態進行遅延人数（最終年度の支払い根拠） 
事業実施期間中の継続参加者のうち、要介護状態進行の遅延が推測され
た人数をカウント。要介護状態進行の進行遅延者は、事業参加者に実施す
るアンケートにおいて、要支援・要介護リスクが維持以上で、かつ社会参
加の状況に該当する項目が増加、または主観的健康感が増加している高
齢者とする。 

（４）事業参加者による通いの場の創設数（最終年度の支払い根拠） 
事業参加をきっかけに、自身が主体となり、介護予防に取り組んでいない
方の参加を得て、介護予防の取組を実施するために創設された場の数を
カウント。 
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2. 成果指標の上限値等 

※試算。今後、マーケットサウンディングや有識者ヒアリングを踏まえ設定。 
（１）総参加者数：4,840人 

静岡市の高齢者 212千人の 4,840人を契約期間内での上限に設定。 
（２）継続参加人数：460人 

静岡市の高齢者 212千人の 460人を契約期間内での上限に設定。 
（３）要介護状態進行遅延推計人数：460人 

静岡市の高齢者 212千人の 460人を契約期間内での上限に設定。 
（４）事業参加者による通いの場の創設数：各区１以上 

事業参加者が介護予防に取り組んでいない方の参加を得て、介護予防の
取組を実施するために創設された場が葵区、駿河区、清水区に１ずつある
ことを契約期間内での上限に設定。 
 

3. 評価時期、契約期間 
（１）変動する部分の評価時期 

※支払いは最低保証額（固定）と成果報酬額（変動）がある。 
① 総参加者数 
１年後（令和７年 11月 30日）及び２年後（令和８年 11月 30日） 

② 継続参加人数 
１年後（令和７年 11月 30日）及び２年後（令和８年 11月 30日） 

③ 要介護状態進行遅延推計人数 
２年後（令和８年 11月 30日） 

④ 事業参加者による通いの場の創設数 
２年後（令和８年 11月 30日） 

（２）契約期間 
令和６年度から令和８年度（３年間） 

 
4. PFS事業効果 

※最終アウトカムの数値は今後、評価や有識者ヒアリングを踏まえ設定。 
  目標：健康寿命の延伸 
  最終アウトカム：要介護認定率抑制、介護給付費縮減額 

 
5. 支払上限額 

※上限額は今後、評価や有識者ヒアリングを踏まえ設定。 
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6. 支払条件 
※今後、マーケットサウンディングや有識者ヒアリングを踏まえ設定。 

 
7. 成果評価の方法 

第三者評価機関による評価 
 

8. 事業体制に関する検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：内閣府（2021）「成果連動型民間委託契約方式 （PFS）共通的ガイドライン） 
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Ⅲ 主なスケジュール 

 
 
Ⅳ 今後の留意事項 
 
 仕様書は、マーケットサウンディングによる事業者からの意見や、評価機関

からの意見を反映させながら、磨き上げ、作成に取り組む。 
 事業の委託にあたっては、必須で取り組むべき事項は最低限にし、成果目標

達成に向けて事業者の自由度を高める。 
 事業の実施にあたっては、委託後、事業実施に対する認識の違いから事業参

加者に支障をきたすことがないよう、委託事業者と連絡を十分にとる。 
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